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京都市建築基準条例新旧対照表 

改正前 改正後 

（仮設建築物に対する適用の除外） （仮設建築物に対する適用の除外） 

第４３条 法第８５条第５項前段又は第６項前段の許可を受けた仮

設建築物については、第８条第１号、第３号及び第４号、第１０条

から第１２条まで、第１４条、第１４条の２、第１６条第１項から

第３項まで、第１７条から第２６条まで、第２９条、第３０条並び

に第３１条の規定は、適用しない。 

第４３条 法第８５条第６項前段又は第７項前段の許可を受けた仮

設建築物については、第８条第１号、第３号及び第４号、第１０条

から第１２条まで、第１４条、第１４条の２、第１６条第１項から

第３項まで、第１７条から第２６条まで、第２９条、第３０条並び

に第３１条の規定は、適用しない。 

 


